
「ＥＳ指針」に基づく規制

「人の生命の萌芽」であるヒト胚の滅失
を伴うこと等に対する規制

再生医療研究に
利用

精子

卵子

ヒト受精胚

未受精卵等

体細胞

人クローン胚

ヒトＥＳ細胞の樹立や使用に関する規制体系

人クローン胚から人クローン胚から
ヒトＥＳ細胞を樹ヒトＥＳ細胞を樹
立する場合立する場合
（第二種樹立）（第二種樹立）

ヒトヒト受精胚受精胚からヒトからヒト
ＥＳ細胞ＥＳ細胞を樹立すを樹立す
る場合る場合
（第一種樹立）（第一種樹立）

ヒトＥＳ細胞

ヒトＥＳ細胞

未受精卵等の
核を除去

核を除去した未受精
卵等に、体細胞の核
を移植して作成

生殖補助医療で
使われないことと
なったものに限り
研究利用

生殖補助医療で使
われないこととなっ
たもの等に限り利用

人クローン胚の
内部細胞塊を培
養して樹立

ヒト受精胚の
内部細胞塊を培
養して樹立

免疫拒絶のない
再生医療研究に

利用

人クローン胚の胎内
への移植の禁止

ヒト胚を滅失

人クローン個体

クローン技術規制法
及び同法に基づく

「特定胚指針」に基づく規制

人クローン個体等の産生の事前防止を図る
観点からの規制

様々な細胞
に分化
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